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（公財）長野県生活衛生営業指導センター 
（一社）長野県生活衛生同業組合連合会広報紙 

 

フレッシュ生衛信州 令和５年 11 月号 

 

 

クリーニング師研修・業務従事者講習を開催しました 

今年度のクリーニング師研修及び業務従事者講習を、９月 29日（金）松本市勤労者福祉セ

ンター、10月 13日（金）伊那商工会館（伊那市）、10月 20日（金）小諸市市民交流セン

ター、10月 29日（日）ホテル信濃路（長野市）の４会場で開催しました。（写真は伊那会

場） 

この研修・講習は、クリーニング業法に基づきクリーニング師等に３年に一度受講が義務付

けられているもので、令和４年度から令和６年度までが第 12クールです。 

４会場の合計で、クリーニング師 49名、クリーニング業務従事者 89名が受講されました。 

研修（講習）内容は「衛生法規及び公衆衛生」「繊維及び繊維製品」「洗濯物の処理」「洗

濯物の受取・保管・引渡し」の４科目で、受講された皆さんからは、「多くの知識を得るこ

とができた。今後の業務に役立てたい」「受取・保管・引渡しについて、とても参考になっ

た」「お客様から苦情があったとき、学んだことを解決に役立てたい」などの声が寄せられ

ました。 

研修２型（通信制）については、クリーニング師 32 名、クリーニング業務従事者 68 名  

が受講されました。 

研修を修了された方には、修了証書、研修修了済ステッカーが交付されました。 

 



生活衛生関係営業者への支援について、県へ要望書を提出しました 

10 月 26 日、長野県庁で、生活衛生関係営業者への支援についての県知事への要望書を、長

野県生活衛生同業組合連合会宮下会長から、高池県健康福祉部次長に提出しました。 

生活衛生関係営業者は、大半が小規模な事業者であり新型コロナウイルス感染症の影響が回

復しきらない中、電気やガス、食料品価格等の物価高 

騰の影響を受け、経営環境がますます厳しいものと 

なっています。 

こうした状況を受け、県に対して国の「電力・ガス・ 

食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の活用などに 

より、生活衛生関係事業者への支援施策を実施される 

よう要請しました。 

当日、連合会からは、宮下会長はじめ長野県生活衛生 

同業組合の８組合の理事長が出席。エネルギー価格の高騰が収益を一層圧迫している状況や、

生活衛生業が直面している様々な課題について説明、県と活発な意見交換を行いました。 

 

「消費者と生活衛生業の懇談会」「標準営業約款推進協議会」を開催しました 

10月 26日、長野市のホテル国際 21で、「消費者と生活衛生業の懇談会」を開催しました。

昨年度、長野県消費生活センター及び当指導センターに寄せられた生活衛生業に係る相談内

容について説明があった後、消費者団体の皆様と生衛組合の理事長が意見交換。生衛組合の

役割や消費者サービスの向上、消費者側への要望など 

について、熱心な議論が交わされました。 

続いて「標準営業約款推進長野県協議会」を開催。標 

準営業約款（Ｓマーク）の登録数は、減少傾向が続い 

ているものの、本県が全国第１位の 1,282件（令和５ 

年３月末）となっていることが紹介され、制度の現状 

や課題ついて様々な意見が出されました。  

 

生衛組合事務局担当者会議を開催しました 

10月５日、長野市のホテル国際 21 で、生衛組合事務局担当者会議を開催しました。 

融資の関係では、日本政策金融公庫長野支店の奥間融資課長から、コロナ関連貸付の融資後

の状況、創業支援、事業承継マッチング支援などについて説明をいただきました。指導セン

ターからは衛経融資の利用状況や、利用に当たっての留意点を説明しました。 

県食品・生活衛生課の上嶋生活衛生係長からは、物価 

高騰に対する県の施策や、生活衛生業に係る法改正の 

内容などについて説明がありました。 

生衛組合の活性化に向け、指導センターからは、組合 

員が増加した全国の組合における取組事例を紹介しま 

した。 

その後、各組合が融資の利用状況や景況などについて 

情報交換。組合員の高齢化、役員の担い手不足など 

様々な課題について意見交換が行われました。 

  



 

栄えある受賞 おめでとうございます 

受賞された皆様の、長年にわたる生活衛生業発展のためのご尽力と顕著な功績に深く敬意を

表しますとともに、心からのお祝いを申し上げます。  

 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

＊      令和５年度  厚生労働大臣表彰（生活衛生功労）          。                       

＊                                               （敬称略、順不同）              ＊ 

＊        宮下 憲治  長野県公衆浴場業生活衛生同業組合理事長                 ＊ 

＊       松下 秀正  長野県興行生活衛生同業組合理事長                       ＊ 

＊       大橋 謙二  長野県理容生活衛生同業組合常任理事                  ＊           

＊                                                           ＊ 

＊        令和５年度 （一社）全国生活衛生同業組合中央会理事長表彰        ＊                        

＊                          （敬称略、順不同）          ＊ 

＊       中村 実彦  長野県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長           ＊           

＊      中村 吉秀   長野県社交飲食業生活衛生同業組合副理事長            ＊       

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 

 

11 月は「標準営業約款の普及登録促進月間」です 

標準営業約款制度（Ｓマーク）は消費者・利用者を守るために法律で定められた制度です。

この制度に基づいて、厚生労働大臣が認可した約款に従って営業している県下の理容店、美

容店、クリーニング店、そば店、一般飲食店では、店頭や店内にＳマークを掲げており、安

心と安全を約束する信頼のできるお店といえます。 

（公財）全国生活衛生営業指導センター及び各都道府県の生活衛生営業指導センターでは、

11月を「標準営業約款普及登録促進月間」と定め、厚生労働省の後援、各関係機関等の協

力を得ながら、同制度の周知、登録の推進を図っています。未加入店の事業主の方は、ぜひ

加入をご検討ください。 

問い合わせ先 長野県生活衛生営業指導センター 電話：026-235-3612  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Sマークの「S」は３つの Sの頭文字です。 

 Safety   （安全） 

まかせて安心。万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づ

き、お客様には速やかに円滑な損害賠償が行われます。 

 Standard （安心） 

確かな技術。きめ細やかな対応など、お客様に提供するサービ

スの種別・内容を明確に表示。その実施をお約束します。 

 Sanitation（清潔） 

美しく清潔に。厳しい管理基準に従い、営業施設の維持・管理

を行いお客様に気持ちのよいサービスをお約束します。 

 

  

 

  

  



11 月は「生活衛生同業組合活動推進月間」です 

全国生活衛生同業組合中央会、全国生活衛生同業組合連合会及 

び都道府県生活衛生同業組合では、毎年 11月を「生活衛生同 

業組合活動推進月間」と定め、関係機関や関係団体と連携して、生活衛生業の新規営業者の

組合加入促進や生衛組合の周知広報、組合活動活性化のための 

取組を重点的に展開しています。令和５年度は、推進月間の創 

設から 10年目の節目の年です。 

 

各組合は、11月を中心に、広報啓発活動や組合加入勧奨活動、 

衛生管理セミナーなどを実施します。長野県生活衛生営業指導 

センターでは、広報事業や、新規開業店舗等に対して組合加入 

を呼びかけるダイレクトメールの送付などを行います。 

 

センター専門相談窓口をご利用ください 

長野県生活衛生営業指導センターでは、新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受け 

ている生活衛生営業者の皆様からの幅広い相談に、ワンストップで対応できる専門相談窓口

を開設しています。（生活衛生関係営業経営支援緊急対策事業） 

１ 個別相談の実施内容 

専門家（中小企業診断士・社会保険労務士・税理士・弁護士・行政書士）及び経営指導

員が相談に応じます。相談は無料です。 

相談内容 ①国の支援施策の利用・申請 

     ②県・市等支援施策の利用・申請 

     ③生活衛生貸付等融資の利用 

     ④コロナ禍における経営相談等 

相談場所 ①長野県生活衛生営業指導センター（長野市妻科） 

     ②営業店舗等 ※専門家を派遣します 

２ 実施期間 

  令和５年 12月 28日まで  （ 平日 10：00～16:30 ） 

３ 申込方法 

「無料相談申込書」（４月号最終ページに掲載）を FAX送信（または、電話・メールで連

絡）してください。センターで相談内容を確認し、専門家との日程調整などを行います。 

問い合わせ先 長野県生活衛生営業指導センター 電話：026-235-3612  

 

令和５年 11 月の行事予定 

経営特別相談員研修会 

11月 15日（水） 13:00～16:20 ホテル国際 21（長野市） 

 

     

 

 

 

 

公益財団法人 長野県生活衛生営業指導センター 
[一般社団法人 長野県生活衛生同業組合連合会] 

〒380-0872長野市南長野妻科 426-1 長野県建築士会館３F 

  電話：026-235-3612 FAX：026-234-0369  E-mail：naganocenter@seiei.or.jp 

 

 


